
付 議 第 ２ 号

高知県教育公務員の長期研修に関する規則の一部を改正する規則議案

高知県教育公務員の長期研修に関する規則（昭和 42 年高知県教育委員会規則

第９号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 委 員 会 規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 教 育 公 務 員 の 長 期 研 修 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ２ 年 月 日

高 知 県 教 育 長 伊 藤 博 明

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

高 知 県 教 育 公 務 員 の 長 期 研 修 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

高 知 県 教 育 公 務 員 の 長 期 研 修 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 42年 高 知 県 教

育 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 １ 条 中 「 公 立 学 校 に 勤 務 す る 」 を 削 る 。

第 ２ 条 中 「 次 の 各 号 に 」 を 「 次 に 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 号 中

「 （ 以 下 「 教 育 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） 」 及 び 「 （ 以 下 「 心 の 教 育

セ ン タ ー 」 と い う 。 ） 」 を 削 り 、 「 研 究 課 題 に つ い て の 研 究 に 従

事 す る 」 を 「 研 修 を 受 け る 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 教 育 セ ン タ

ー 、 心 の 教 育 セ ン タ ー 、 大 学 そ の 他 の 教 育 機 関 （ 以 下 「 教 育 機

関 」 と い う 。 ） 」 を 「 大 学 そ の 他 の 教 育 機 関 及 び 別 に 定 め る 研 修

場 所 」 に 、 「 研 究 課 題 に つ い て の 研 究 に 従 事 す る 」 を 「 研 修 を 受

け る 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

(３ ) 派 遣 研 修 前 ２ 号 に 掲 げ る 長 期 研 修 以 外 で 別 に 定 め る も

の を 受 け る も の

第 ３ 条 第 ３ 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

(３ ) 派 遣 研 修 生 前 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 研 修 を 受 け て い る 者

を い う 。

第 ３ 条 第 ４ 号 か ら 第 ６ 号 ま で を 削 る 。

第 ４ 条 中 「 県 内 留 学 生 、 県 外 留 学 生 及 び へ き 地 教 員 留 学 生 」 を

「 留 学 生 及 び 派 遣 研 修 生 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 第 １ 項 た だ し 書 中 「 許 可 す る こ と が あ る 」 を 「 許 可 す る

こ と が で き る 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

２ 留 学 生 及 び 派 遣 研 修 生 の 研 修 期 間 は 、 別 に 定 め る 。

第 ６ 条 中 「 及 び 留 学 生 」 を 「 、 留 学 生 及 び 派 遣 研 修 生 」 に 改 め

る 。

第 ７ 条 中 「 又 は 留 学 生 」 を 「 、 留 学 生 又 は 派 遣 研 修 生 」 に 、

「 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ っ て 」 を 「 高 知 県 の 教 育

公 務 員 と し て ３ 年 以 上 勤 務 し た 経 験 を 有 す る 者 の う ち 」 に 、 「 者

と す る 」 を 「 者 で あ っ て 、 別 に 定 め る 要 件 を 満 た す も の と す る 」

に 改 め 、 同 条 各 号 を 削 る 。

第 ８ 条 第 １ 項 中 「 又 は 留 学 生 （ 第 ５ 条 第 ２ 項 た だ し 書 に 該 当 す

る 者 を 除 く 。 ） 」 を 「 、 留 学 生 又 は 派 遣 研 修 生 」 に 、 「 別 記 第 １

号 様 式 に よ る 願 書 に 別 記 第 ２ 号 様 式 に よ る 身 上 書 を 添 え て 」 を

「 別 に 定 め る 書 類 等 を 」 に 、 「 次 項 」 を 「 以 下 こ の 条 」 に 改 め 、

同 項 後 段 を 削 り 、 同 項 に た だ し 書 と し て 次 の よ う に 加 え る 。

た だ し 、 当 該 希 望 す る 者 が 県 立 学 校 職 員 で あ る と き は 所 属 の

別紙
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学 校 長 を 、 市 町 村 教 育 委 員 会 の 専 門 的 教 育 職 員 で あ る と き は 当

該 市 町 村 教 育 委 員 会 を 、 教 育 委 員 会 の 専 門 的 教 育 職 員 で あ る と

き は 所 属 長 を 経 由 し て 教 育 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。

第 ８ 条 第 ２ 項 中 「 は 別 記 第 ３ 号 様 式 に よ る 人 物 考 査 書 を 、 市 町

村 教 育 委 員 会 に あ っ て は 別 記 第 ４ 号 様 式 に よ る 承 認 書 を そ れ ぞ れ

作 成 の う え 、 当 該 書 類 」 を 「 、 市 町 村 教 育 委 員 会 及 び 所 属 長 は 、

別 に 定 め る 必 要 書 類 等 を 作 成 の 上 、 前 項 の 書 類 等 」 に 改 め 、 同 条

に 次 の １ 項 を 加 え る 。

３ 前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 長 期 研 修 の 手 続 に 関 し 別 に 定 め

が あ る と き は 、 そ の 定 め る と こ ろ に よ る 。

第 10条 を 削 る 。

第 ９ 条 第 １ 項 中 「 研 究 生 及 び 留 学 生 候 補 者 」 を 「 研 究 生 、 留 学

生 及 び 派 遣 研 修 生 の 候 補 者 」 に 、 「 研 究 生 留 学 生 選 考 委 員 会 （ 以

下 「 選 考 委 員 会 」 と い う 。 ） 」 を 「 選 考 委 員 会 」 に 改 め 、 同 条 第

２ 項 を 次 の よ う に 改 め 、 同 条 を 第 10条 と す る 。

２ 選 考 委 員 会 の 委 員 及 び 運 営 並 び に 候 補 者 の 選 考 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 別 に 定 め る 。

第 ８ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 選 考 方 法 ）

第 ９ 条 研 究 生 、 留 学 生 及 び 派 遣 研 修 生 の 決 定 は 、 別 に 定 め る 場

合 を 除 き 、 次 条 に 規 定 す る 選 考 委 員 会 に よ る 選 考 に よ っ て 行 う

も の と す る 。

第 11条 中 「 及 び 留 学 生 の 服 務 は 、 研 究 生 に つ い て は 教 育 セ ン タ

ー 及 び 心 の 教 育 セ ン タ ー の 、 留 学 生 に つ い て は 留 学 先 の 教 育 機

関 」 を 「 の 服 務 は 、 高 知 県 教 育 セ ン タ ー 及 び 高 知 県 心 の 教 育 セ ン

タ ー 」 に 改 め 、 同 条 を 同 条 第 １ 項 と し 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え

る 。

２ 留 学 生 及 び 派 遣 研 修 生 の 服 務 は 、 別 に 定 め る 。

第 12条 中 「 必 要 な 」 を 「 高 知 県 の 教 育 公 務 員 の 長 期 研 修 に 関 し

必 要 な 」 に 、 「 教 育 長 」 を 「 高 知 県 教 育 長 」 に 改 め る 。

別 記 様 式 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ２ 年 10月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 教 育 公 務 員 の 長 期 研 修 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則
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参考資料１

高知県教育公務員の長期研修に関する規則の一部を改正する規則議案説明

１ 制定の目的及び内容

令和２年３月に策定した、「第２期教育等の振興に関する施策の大綱」及び

「第３期高知県教育振興基本計画」に沿って、効果的な長期研修を推進する

ために規則の一部改正を行うものである。

２ 施行期日

令和２年 10 月１日
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新
旧

対
照

表

新
旧

高
知
県
教
育
公
務
員
の
長
期
研
修
に
関
す
る
規
則

高
知
県
教
育
公
務
員
の
長
期
研
修
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
１
号
）
第
2
2
条

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
知
県
の
教
育
公
務
員
の
長
期
に
わ
た
る
研
修
（
以
下

「
長
期
研
修
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
研
修
の
種
類
）

第
２
条

長
期
研
修
は
、
他
に
特
に
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
き
、
次
に
掲
げ
る
区
分
の

と
お
り
と
す
る
。

(１
)
教
育
セ
ン
タ
ー
研
修

高
知
県
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
高
知
県
心
の
教
育
セ
ン

タ
ー
に
お
い
て
、
現
職
の
ま
ま
で
別
に
定
め
る
研
修
を
受
け
る
も
の

(２
)
国
内
留
学
研
修

大
学
そ
の
他
の
教
育
機
関
及
び
別
に
定
め
る
研
修
場
所
に

お
い
て
、
現
職
の
ま
ま
で
別
に
定
め
る
研
修
を
受
け
る
も
の

(３
)
派
遣
研
修

前
２
号
に
掲
げ
る
長
期
研
修
以
外
で
別
に
定
め
る
も
の
を
受
け

る
も
の

（
定
義
）

第
３
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

(１
)
研
究
生

前
条
第
１
号
に
規
定
す
る
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

(２
)
留
学
生

前
条
第
２
号
に
規
定
す
る
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

（
趣
旨
）

第
１
条

こ
の
規
則
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
2
4
年
法
律
第
１
号
）
第
2
2
条

第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
知
県
の
公
立
学
校
に
勤
務
す
る
教
育
公
務
員
の
長
期

に
わ
た
る
研
修
（
以
下
「
長
期
研
修
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
長
期
研
修
の
種
類
）

第
２
条

長
期
研
修
は
、
他
に
特
に
定
め
ら
れ
た
も
の
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

区
分
の
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
教
育
セ
ン
タ
ー
研
修

高
知
県
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
教
育
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
及
び
高
知
県
心
の
教
育
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
心
の
教
育
セ
ン
タ
ー
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
現
職
の
ま
ま
で
別
に
定
め
る
研
究
課
題
に
つ
い
て
の
研

究
に
従
事
す
る
も
の

(
２
)
国
内
留
学
研
修

教
育
セ
ン
タ
ー
、
心
の
教
育
セ
ン
タ
ー
、
大
学
そ
の
他
の

教
育
機
関
（
以
下
「
教
育
機
関
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
現
職
の
ま
ま
で
別
に

定
め
る
研
究
課
題
に
つ
い
て
の
研
究
に
従
事
す
る
も
の

（
定
義
）

第
３
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

(
１
)
研
究
生

前
条
第
１
号
に
規
定
す
る
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

(
２
)
留
学
生

前
条
第
２
号
に
規
定
す
る
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

参考資料２
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(３
)
派
遣
研
修
生

前
条
第
３
号
に
規
定
す
る
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

（
定
員
）

第
４
条

研
究
生
、
留
学
生
及
び
派
遣
研
修
生
の
定
員
は
、
別
に
定
め
る
。

（
研
修
期
間
）

第
５
条

研
究
生
の
研
修
期
間
は
、
１
年
又
は
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
期
限
を
定
め
て
研
修
期
間
の
延
長
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
留
学
生
及
び
派
遣
研
修
生
の
研
修
期
間
は
、
別
に
定
め
る
。

（
研
究
報
告
）

第
６
条

研
究
生
、
留
学
生
及
び
派
遣
研
修
生
は
、
研
修
期
間
が
終
了
し
た
と
き
に
報

告
書
を
高
知
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
３
)
県
内
留
学
生

留
学
生
の
う
ち
県
内
の
教
育
機
関
に
お
い
て
研
修
を
受
け
て

い
る
者
を
い
う
。

(
４
)
県
外
留
学
生

留
学
生
の
う
ち
県
外
の
教
育
機
関
に
お
い
て
研
修
を
受
け
て

い
る
者
を
い
う
。

(
５
)
へ
き
地
教
員
留
学
生

留
学
生
の
う
ち
第
７
条
第
２
号
に
規
定
す
る
資
格
に

よ
り
研
修
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。

(
６
)
へ
き
地
学
校

へ
き
地
等
学
校
等
を
指
定
す
る
規
則
（
平
成
1
6
年
高
知
県
教

育
委
員
会
規
則
第
２
号
）
別
表
第
１
に
掲
げ
る
学
校
を
い
う
。

（
定
員
）

第
４
条

研
究
生
、
県
内
留
学
生
、
県
外
留
学
生
及
び
へ
き
地
教
員
留
学
生
の
定
員

は
、
別
に
定
め
る
。

（
研
修
期
間
）

第
５
条

研
究
生
の
研
修
期
間
は
、
１
年
又
は
２
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情

が
あ
る
場
合
は
、
期
限
を
定
め
て
研
修
期
間
の
延
長
を
許
可
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
留
学
生
の
研
修
期
間
は
、
６
箇
月
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

は
、
研
修
期
間
を
１
年
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

（
研
究
報
告
）

第
６
条

研
究
生
及
び
留
学
生
は
、
研
修
期
間
が
終
了
し
た
と
き
に
研
究
報
告
書
を
高

知
県
教
育
委
員
会
（
以
下
「
教
育
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

5



（
資
格
）

第
７
条

研
究
生
、
留
学
生
又
は
派
遣
研
修
生
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
高
知
県

の
教
育
公
務
員
と
し
て
３
年
以
上
勤
務
し
た
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
、
長
期
研
修

の
終
了
後
引
き
続
い
て
高
知
県
の
教
育
公
務
員
と
し
て
在
職
す
る
意
志
を
有
す
る
者

で
あ
っ
て
、
別
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。

（
手
続
）

第
８
条

研
究
生
、
留
学
生
又
は
派
遣
研
修
生
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
別
に

定
め
る
書
類
等
を
所
属
の
学
校
長
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
（
市
町
村
の
組
合
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
、
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
希
望
す
る
者
が
県
立
学
校
職
員
で
あ
る
と
き
は
所
属

の
学
校
長
を
、
市
町
村
教
育
委
員
会
の
専
門
的
教
育
職
員
で
あ
る
と
き
は
当
該
市
町

村
教
育
委
員
会
を
、
教
育
委
員
会
の
専
門
的
教
育
職
員
で
あ
る
と
き
は
所
属
長
を
経

由
し
て
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２
前
項
の
経
由
機
関
で
あ
る
学
校
長
、
市
町
村
教
育
委
員
会
及
び
所
属
長
は
、
別
に

定
め
る
必
要
書
類
等
を
作
成
の
上
、
前
項
の
書
類
等
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３
前
２
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
期
研
修
の
手
続
に
関
し
別
に
定
め
が
あ
る
と

き
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
資
格
）

第
７
条

研
究
生
又
は
留
学
生
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
者
で
あ
っ
て
、
長
期
研
修
の
終
了
後
引
き
続
い
て
高
知
県
の
教
育
公
務

員
と
し
て
在
職
す
る
意
志
を
有
す
る
者
と
す
る
。

(
１
)
高
知
県
に
お
い
て
教
育
公
務
員
と
し
て
引
き
続
き
３
年
以
上
勤
務
し
た
経
験

を
有
す
る
者

(
２
)
現
に
へ
き
地
学
校
に
勤
務
し
て
い
る
者

(
３
)
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
研
修
を
受
け
る
者

（
手
続
）

第
８
条

研
究
生
又
は
留
学
生
（
第
５
条
第
２
項
た
だ
し
書
に
該
当
す
る
者
を
除

く
。
）
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
は
、
別
記
第
１
号
様
式
に
よ
る
願
書
に
別
記
第

２
号
様
式
に
よ
る
身
上
書
を
添
え
て
所
属
の
学
校
長
及
び
市
町
村
教
育
委
員
会
（
市

町
村
の
組
合
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
経
由
し
、
教
育
委
員
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
希
望
す
る
者
が
県
立
学
校
職
員
で

あ
る
と
き
は
、
所
属
の
学
校
長
を
経
由
し
て
教
育
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。

２
前
項
の
経
由
機
関
で
あ
る
学
校
長
は
別
記
第
３
号
様
式
に
よ
る
人
物
考
査
書
を
、

市
町
村
教
育
委
員
会
に
あ
っ
て
は
別
記
第
４
号
様
式
に
よ
る
承
認
書
を
そ
れ
ぞ
れ
作

成
の
う
え
、
当
該
書
類
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
選
考
方
法
）

第
９
条

研
究
生
、
留
学
生
及
び
派
遣
研
修
生
の
決
定
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除

き
、
次
条
に
規
定
す
る
選
考
委
員
会
に
よ
る
選
考
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
選
考
委
員
会
）

第
1
0
条

研
究
生
、
留
学
生
及
び
派
遣
研
修
生
の
候
補
者
を
選
考
さ
せ
る
た
め
、
教
育

委
員
会
に
選
考
委
員
会
を
置
く
。

２
選
考
委
員
会
の
委
員
及
び
運
営
並
び
に
候
補
者
の
選
考
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

別
に
定
め
る
。

（
選
考
委
員
会
）

第
９
条

研
究
生
及
び
留
学
生
候
補
者
を
選
考
さ
せ
る
た
め
、
教
育
委
員
会
に
研
究
生

留
学
生
選
考
委
員
会
（
以
下
「
選
考
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
。

２
選
考
委
員
会
の
委
員
は
、
学
識
経
験
者
の
中
か
ら
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
者
の

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
職
に
あ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

(
１
)
教
育
次
長
（
指
導
の
事
務
を
分
掌
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
１
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
教
育
政
策
課
長
、
幼
保
支
援
課
長
、
小
中
学
校
課
長
、
高
等
学
校

課
長
、
特
別
支
援
教
育
課
長
、
保
健
体
育
課
長
及
び
人
権
教
育
・
児
童
生
徒
課
長

(
２
)
教
育
セ
ン
タ
ー
の
所
長
及
び
各
部
長
並
び
に
心
の
教
育
セ
ン
タ
ー
所
長

（
委
員
長
）

第
1
0
条

選
考
委
員
会
に
委
員
長
を
置
き
、
委
員
長
は
、
教
育
次
長
の
職
に
あ
る
者
を

も
っ
て
充
て
る
。

２
委
員
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
選
考
委
員
会
を
招
集
し
、
そ
の
議

長
と
な
る
。

３
委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
指
名
し
た
委
員
が
、
そ

の
職
務
を
代
理
す
る
。
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（
服
務
）

第
1
1
条

研
究
生
の
服
務
は
、
高
知
県
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び
高
知
県
心
の
教
育
セ
ン
タ

ー
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
留
学
生
及
び
派
遣
研
修
生
の
服
務
は
、
別
に
定
め
る
。

（
委
任
）

第
1
2
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
高
知
県
の
教
育
公
務
員
の
長
期
研
修
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
高
知
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。

様
式
削
除

（
服
務
）

第
1
1
条

研
究
生
及
び
留
学
生
の
服
務
は
、
研
究
生
に
つ
い
て
は
教
育
セ
ン
タ
ー
及
び

心
の
教
育
セ
ン
タ
ー
の
、
留
学
生
に
つ
い
て
は
留
学
先
の
教
育
機
関
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
委
任
）

第
1
2
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め

る
。
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「高知県教育公務員の長期研修に関する規則」の改正概要

○改正趣旨

令和２年３月に策定した、「第２期教育等の振興に関する施策の大綱」及び「第３期高知県教育振

興基本計画」に沿って、効果的な長期研修を推進するため、各研修事業毎に服務及び手続き等の必

要事項を別に定めるなど、各派遣分野の特性を活かせる規則に改正を行う。

○改正の主な理由

（１）現行制度では、服務については派遣先の機関の定めるところによることとしていたが、派遣先の

機関において、研修生に適用させる規程がない場合や教育公務員の服務規程として必要な事項が

欠ける場合には、勤務時間や休暇の取扱いなどについて個別に取り決めを行っていた。今回の改正

により派遣先の機関の規程の有無によらず、長期研修の特性等を踏まえて、各研修事業毎に県教育

委員会において適切な服務を定めることとする。

（２）教育行政の経験のある教育委員会事務局職員の専門的教育職員（指導主事等）の派遣により、

成果を教育委員会事務局の政策に結びつけ還元を行うため、派遣対象に追加する。

○主な改正概要

第 1条（趣旨）

・規則の対象に専門的教育職員（指導主事等）を追加。

（対象を「公立学校に勤務する教育公務員」を「教育公務員」と改正。）

第２条（長期研修の種類）

・長期研修の区分を整理。

第３条（定義）

・「県内留学生」、「県外留学生」を「留学生」に用語を統一。

・「へき地」の項目を削除。

第５条（研修期間）

・研修事業により研修期間が異なるため、留学生及び派遣研修生の研修期間は、各研修事業毎において

別に定める。

第７条（資格）

・資格要件の「引き続き３年以上勤務した」を、「３年以上勤務した」に改正。

・第３条（定義）の改正に合わせて、「（２）現にへき地学校に勤務している者」を削除。

・現在、教育公務員の勤務年数３年以下の職員の派遣は行っていないため、「（３）特別支援教育に関す

る研修を受ける者」を削除。

第８条（手続）

・応募書類等を統一の別記様式を規則から削除し、各研修事業毎に別に定めることとする。

・専門的教育職員（指導主事等）の手続き方法を追加。

・公募型ではない場合の手続き方法については、各研修事業毎に別に定める。

第９条（選考方法）／第 10 条（選考委員会）

・選考方法、選考委員会については、各研修事業毎に別に定める。

第１１条（服務）

・留学生及び派遣研修生の服務については、各研修事業毎に別に定める。

参考資料３
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高 知 県 公 立 学 校 教 員 大 学 院 派 遣 要 綱（案）

第１ 目 的

この要綱は、鳴門教育大学大学院、高知大学大学院、高知県立大学大学院及び高知

工科大学大学院（以下「大学院」という。）に本県公立学校教員を派遣することに関し、

必要な事項を定める。

第２ 派 遣

大学院への派遣は、職務を遂行するために必要な専門的知識・理論、実践方法など

を修得し、本県の教育課題を解決するため、実践的な研究を行う者を派遣することを原

則とする。

第３ 派遣教員の資格

大学院に派遣する教員（以下「派遣教員」という。）は、次に掲げる要件を備える者

とする。

(1) 現に公立小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する主幹教諭、指導教

諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭（以下「教諭等」という。）及び教育委員会事務局

の専門的教育職員であって、一種免許状又は高知県教育長（以下「教育長」という。）

が別に定める免許状を有する者であること。

(3) 教諭等として３年以上学校に勤務した者であること。

(4) 大学院修了後も、高知県において教諭等として勤務する意志を有する者で、本県

教育課題解決の中核的・指導的役割を果たす者であること。

(5) 心身ともに健全で、長期研修に耐え得る者であること。

第４ 志願手続

派遣教員志願者は、大学院所定の様式による志願書に所属長の推薦書及び所属する

市町村教育委員会（義務教育関係のみ）の推薦書を添えて、教育長に提出するものと

する。

第５ 選考及び大学院への推薦

派遣教員は、市町村教育委員会、県立学校及び教育委員会事務局の専門的教育職員

にあっては所属長から推薦のあった者について、教育長が別に定める大学院派遣者選

考委員会の審議を経た後、教育長が決定し、該当大学長に推薦するものとする。

第６ 経費の負担

派遣に必要な経費のうち、検定料、入学料、授業料その他入学に際し必要な経費は

派遣教員の負担とする。ただし、別に定める大学院においては、予算の範囲内におい

て、その一部を県が負担することができる。

第７ 派遣の取り消し

教育長は、派遣教員について派遣の継続が困難な状況が生じた場合、所属する市町村

教育委員会、県立学校及び教育委員会事務局の専門的教育職員にあっては所属長と協議

のうえ、派遣を取り消すことができる。なお、県が第６に規定する経費の負担をしてい

参考資料４
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る場合、当該負担している額の償還を派遣教員に求めることができる。

第８ 服務

派遣中の服務上の取扱いは、教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２２条

第３項に基づく研修出張とする。

２ 勤務時間及び休暇等については、公立学校に勤務する教員は、公立学校職員の勤

務時間、休日及び休暇に関する条例 (平成６年 12 月 21 日条例第 46 号) に、県教育

委員会事務局の専門的教育職員は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例 (平

成６年 12 月 21 日条例第 46 号)に基づくものとする。市町村教育委員会事務局の専

門的教育職員は各市町村の定めに基づくものとする。

第９ その他

この要綱に定めるもののほか、大学院派遣の実施に関し必要な事項は、別に定める。

第 10 施行期日

この要綱は、平成８年３月１３日から施行する。

改正 平成１１年 １月 ８日

改正 平成１３年 ５月２５日

改正 平成１９年 ５月２４日

改正 平成２０年 ９月１９日

改正 平成２１年 ５月１９日

改正 平成２９年 ８月２３日

改正 平成２９年１２月１５日

改正 令和 ２年 月 日
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